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第１. 総則 

1 要求水準書の位置付け 

「ＰＦＩによる京都府府営住宅向日台団地整備事業（第１事業区）要求水準書（入

居者移転支援編）」（以下「要求水準書」という。）は、府が実施するＰＦＩによる

京都府府営住宅向日台団地整備事業（第１事業区）（以下「本事業」という。）のう

ち、府営住宅向日台団地（以下「向日台団地」という。）の入居者（本事業の実施区

域にある１～５、９及び 10号棟の入居者に限る。以下同じ。）の移転支援等に関する

業務（以下「入居者移転支援業務」という。）について、民間資金等の活用による公

共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11年法律第 117号。以下「ＰＦＩ法」と

いう。）に基づき、本事業を実施するものとして選定された民間事業者（以下「事業

者」という。）に対して、府が要求する性能の水準を示すものである。 

なお、本事業のうち、府営住宅の整備に関する業務に係る要求水準については、

「ＰＦＩによる京都府府営住宅向日台団地整備事業（第１事業区）要求水準書（府営

住宅整備編）」（以下「要求水準書住宅整備編」という。）に示しており、用語の定

義を含め、これらは相互に関連するものである。 

 

2 要求水準書の変更 

府は、本事業の事業期間中に、法令等の変更、災害の発生その他特別の理由により、

業務内容の変更の必要があると判断した場合は、要求水準書の変更を行うことがある。

要求水準書の変更に伴い、事業者が行う業務内容に変更が生じるときは、事業契約書の

規定に従い、所定の手続を行うものとする。 
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第２. 基本的事項 

1 基本方針 

向日台団地については、その建設から 50年以上経過する中で世帯構成が変化し、高

齢者や単身者の世帯の割合が高くなっていることに加え、本事業の実施区域の住棟は

エレベーターが設置されていないこと等から、本事業において行われる住戸の移転に

際しては、入居者に負担が生じるため、入居者負担の軽減のために必要な支援を講じ

ることをもって、円滑な移転の推進を図るものとする。 

 

2 業務の範囲 

事業者は、入居者移転支援業務として、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 仮移転等支援業務 

(2) 本移転支援業務 

(3) その他入居者移転支援業務の実施に必要な業務 

 

3 業務の進め方 

(1) 事業計画 

ア 事業計画の策定については、要求水準書住宅整備編によるものとする。 

イ 事業者は、入居者移転支援業務の着手前に、事業計画に基づき、入居者移転支

援業務計画書（以下「業務計画書」という。）を作成の上、府に提出し、府が要

求した事業の全体工程計画や業務水準、業務実施体制等に適合していること及び

要求水準等が反映されていること等の承諾を得る。業務計画書を変更する場合も

同様とする。 

 

(2) 業務報告・モニタリング 

ア  事業者は、入居者移転支援業務の実施状況について、府の指示に従い、定期的に業

務報告書を提出し、適切な方法により説明すること。 

イ  事業者は、業務計画書に基づき、仮移転等支援業務及び本移転支援業務の各々の完

了後に業務報告書を府に提出し、完了状況の確認を受けること。 

ウ  その他、必要に応じて又は府が必要とするときには、適宜、業務の進捗について報

告・説明を行うこと。 

 

4 業務の実施に関する留意事項 

(1) 入居者への応対・配慮 

ア  事業者は、入居者に対して説明等を行うときは、丁寧な応対に努めること。 
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イ  事業者は、移転等に係る入居者のニーズを適切に把握し、可能な限りニーズに合

わせた対応を行うこと。特に高齢者、障害者等の入居者に対しては、十分な配慮を

行い、適切な対応を行うこと。 

ウ  入居者の移転が円滑に行えるよう、仮移転等支援業務及び本移転支援業務の期間

中は現地事務所を設置し、入居者が問合せ等をしやすい環境を確保すること。なお、

現地事務所については、向日台団地内の空住戸の使用（その場合の使用料は無償と

する。）も可とするが、使用に当たっては、府と協議すること。 

エ  問合せ窓口の設置、説明会の開催等においては、夜間、休日対応等の必要な対策

を講じること。 

 

(2) 入居者の要望、苦情等への対応 

ア  業務の実施に関し、入居者からの要望、苦情等を受けることが予測される場合は、

複数人で対応すること。 

イ  実際に要望、苦情等を受けた場合は、迅速かつ誠実に対応し、対応の結果を記録

し、速やかに府に報告すること。 

ウ  業務範囲外の要望、苦情等を受けた場合には、速やかに府に報告し、対応につい

て協議すること。 

 

(3) 想定外の事態への対応 

ア  想定外の事態が発生した場合又は発生が予想される場合には、速やかに府に報告

し、対応について協議すること。 

イ  緊急を要する場合は、事業者の判断により適切に対応し、対応の結果を直ちに府

に報告すること。 

ウ  その他、業務の遂行に支障をきたすような重大な事態が発生した場合は、直ちに

府に報告し、対応について協議すること。 

 

(4) 入居者による書類の提出 

ア  事業者は、入居者が提出する書類について、提出の遅延、記入の漏れや誤り等の

不備があった場合には、直接訪問する等の対応を行い、速やかに是正を図ること。 

イ  事業者が、入居者に郵送による書類の提出を求める場合には、料金受取人払とす

るか又は切手貼付の返信用封筒を用意して行うものとすること。 

 

(5) 個人情報の取扱い 

事業者は、入居者移転支援業務を行うに当たっては、個人情報の保護に万全を期

すこと。 
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5 リスク分担 

(1) 府が負担する事業遅延リスク 

府の指示、府の責めに帰すべき事由又は入居者の責めに帰すべき事由により、業

務計画書に定める移転期間内に移転が完了しない場合の事業遅延リスクは、府が負

うものとする。 

 

(2) 事業者が負担する事業遅延リスク 

事業者による入居者への対応不備や不誠実な対応等、事業者の責めに帰すべき事

由により、業務計画書に定める移転期間内に移転が完了しない場合の事業遅延リス

クは、事業者が負うものとする。 

 

(3) 不可抗力又は法令変更の事由による事業遅延リスク 

不可抗力又は法令変更の事由により、業務計画書に定める移転期間内に移転が完

了しない場合の事業遅延リスクは、事業契約書に基づき負担割合を決定するものと

する。 

 

(4) その他の事業遅延リスク 

(1)から(3)までに掲げる事由以外の事由により、業務計画書に定める移転期間内

に移転が完了しない場合の事業遅延リスクは、事業契約書に基づき負担割合を決定

するものとする。 

 

(5) その他 

ア  事業者が要求水準書に従って誠実に業務を遂行したにもかかわらず、入居者の責

めに帰すべき事由により業務計画書に定める移転期間内に移転が完了しない場合は、

事業者は入居者移転支援業務を３箇月間延長して行うこととするとともに、事業者

がそれまでに取った対応の状況について府に説明し、対応を協議すること。なお、

この場合、当該３箇月間は(1)の移転期間に含まれるものであること。 

イ  入居者の責めに帰すべき事由とは、次に掲げる事由をいうものであること。 

(ア)移転ができない程度の病気や障害 

(イ)失踪 

(ウ)入院 

(エ)その他合理的理由なく明渡しを拒否する等、入居者の都合により移転が困難

となる事由 
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第３. 移転計画の策定 

1 入居者移転の流れ 

本事業における移転は、１期工区から３期工区までの区域ごとに行う。 

１期工区の入居者は、府営住宅仮住戸（向日台団地内の空住戸又は向日台団地以外の

府営住宅をいう。以下同じ。）又は近隣の民間賃貸住宅（以下これらを「仮住戸」とい

う。）への一時的な移転（以下「仮移転」という。）を行う。 

１期建替住宅の完成後、１期工区の仮移転対象者及び２期工区の入居者の全部又は一

部を対象として、１期建替住宅への本移転（建替住宅に移転することをいう。以下同じ。）

を行うとともに、２期工区の入居者のうち１期建替住宅に本移転できない入居者につい

ては、仮移転を行う。 

２期建替住宅の完成後、２期工区の仮移転対象者及び３期工区の入居者を対象として、

２期建替住宅への本移転を行う。 

なお、１期建替住宅への本移転は、１期工区の仮移転対象者を優先とし、次に２期工

区の入居者を対象とするが、それでもなお１期建替住宅に空きがある場合には、３期工

区の入居者を１期本移転の対象者としても差し支えない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 移転計画の策定 

１で示した入居者移転等の流れを元に、次に掲げる事項を考慮して、入居者の移転計

画を策定すること。なお、仮住戸のうち、向日台団地以外の府営住宅の戸数は入札公告

の段階では未定であるので、提案時の移転計画策定上は、向日台団地内の空住戸又は近

隣の民間賃貸住宅のみを仮住戸としておくこと。 

また、入居者の移転先については、入居者の意向を可能な限り考慮する必要があるこ
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とから、入居者への意向調査の結果等を踏まえ、必要に応じて移転計画の修正を行うこ

と。 

 

(1) 移転に係る考え方 

ア  円滑な移転を進めるため、移転計画は、入居者の立場に立って無理の生じないも

のであること。 

イ  多人数世帯等の団地内における仮移転先の確保が困難な場合等において、民間賃

貸住宅を仮移転先とすることも可とするが、その家賃等に係る府及び入居者の負担

を考慮し、可能な範囲で少なくなるように配慮すること。 

 

(2) 入居状況 

向日台団地の入居状況については、別紙１のとおりである。 
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第４. 仮移転等支援業務 

1 業務期間 

仮移転等支援業務における個々の業務の実施時期の目安は、次に掲げるとおりであ

り、実施に当たっては、あらかじめ府と協議すること。 

業務名 業務期間 

(1) 整備計画及び移転計画の説明 事業契約締結後速やかに 

(2) 向日台団地内の空住戸の補修 事業契約締結後から仮移転等開始日まで 

（仮移転等開始日までに補修が完了するよ

う、十分な補修期間を確保すること。） 

(3) 民間賃貸住宅の確保等 事業契約締結後から仮移転等開始日まで 

（民間賃貸住宅に係る賃貸借契約締結以後の

業務については、仮移転期間中行うこと。） 

(4) 仮移転等の説明 仮移転等開始日の６箇月前まで 

(5) 仮移転等の調整 仮移転等開始日の３箇月前まで 

(6) 仮移転等に係る手続の説明 仮移転等開始日の２箇月前まで 

(7) 仮移転等に係る手続の支援 仮移転等開始日の１箇月前まで 

(8) 仮住戸の鍵渡し 仮移転等開始日まで 

(9) 仮移転等の完了の確認等 仮移転等完了日まで 

 

2 業務内容 

(1) 整備計画及び移転計画の説明 

ア  事業者は、策定した建替計画及び移転計画に基づき、府と必要な調整を行った

上で、移転計画の概要、スケジュール等について、入居者に説明を行い、周知す

ること。 

イ  説明内容は、概ね次のとおりとするが、必要に応じて適宜追加すること。 

(ア)本事業の全体計画の概要 

(イ)移転計画の概要 

(ウ)仮移転の対象となる者の範囲 

(エ)移転のスケジュール 

ウ  実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症の状況等を考慮し、説明会の開

催を含め、適宜説明方法を検討するとともに、説明方法、説明資料等について、

事前に府と協議すること。 

エ  説明会を開催する場合は、その開催に適した場所を確保するとともに、徒歩で

の来場が困難な場所である場合には、その移動手段の確保について適切な対応を
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講じること。なお、向日台団地集会所の使用も可とするが、使用に当たっては、

府及び自治会と協議すること。 

オ  説明会を開催する場合は、その２週間前までに開催案内及び説明資料を入居者

に配付するとともに、欠席者等に対しては適宜個別対応を行うこととし、開催後

は、議事録を作成し、府に提出すること。 

 

(2) 向日台団地内の空住戸の補修 

ア  事業者は、向日台団地内の空住戸を仮移転対象者の仮住戸として使用するため

の空家補修工事を行うこと。なお、向日台団地以外の府営住宅を仮住戸として使

用する場合の当該住宅の補修は、府が行うものであること。 

イ  空住戸の現況を調査した上で、仮住戸に適した住戸を選定すること。 

ウ  入居者への意向調査の結果等を踏まえ、工事予定日、鍵渡し予定日を踏まえた

補修計画を策定し、府と協議の上決定すること。 

エ  別紙２の空家修繕基準に基づいて、仮住戸として使用するために必要な修繕を

行うこと。 

オ  補修費用は、入札説明書で示すとおり、１戸当たり一律の金額とし、補修戸数

の実績に応じた補修費用を府が事業者に支払うものであること。 

カ  オに含まれる補修以外で補修対象の住戸に残置物等がある場合の処分費等につ

いては別途とし、その取扱いについては、府と事業者で協議するものであるこ

と。 

 

(3) 民間賃貸住宅の確保等 

ア  民間賃貸住宅の確保 

(ア) 事業者は、民間賃貸住宅への仮移転が必要となる場合は、仮住戸となる民間

賃貸住宅（駐車場を含む。以下同じ。）を確保すること。なお、事業者の構成

企業が賃貸人である物件も可能であること。 

(イ) 民間賃貸住宅の確保に当たっては、仮移転の対象者のニーズに応じた選択

肢をできる限り多く提示するとともに、高齢者、障害者又は就学児童のいる世

帯等、個々の状況に配慮すること。 

(ウ) 民間賃貸住宅の確保の方法等は事業者の提案によるものとするが、確保に

当たり費用が発生する場合は、仲介手数料を含め事業者が負担すること。仮移

転期間中の民間賃貸住宅の家賃、共益費、駐車場使用料、駐輪場使用料等（以

下「家賃等」という。）及び保証金、敷金等については、事業者に負担を求め

ないものであること。 
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(エ) 別添資料１の内容を賃貸借契約の特約事項とすること及び別添資料２によ

り府との間で協定を締結することについて、賃貸人が承諾していることを確

認すること。 

イ  民間賃貸住宅に係る賃貸借契約 

事業者は、後述する(5)において入居が決定した民間賃貸住宅に係る賃貸借契約

の締結の支援、仮移転期間中における家賃等の支払代行等を行うとともに、府、民

間賃貸住宅に仮移転した入居者（以下「民賃仮移転者」という。）、賃貸人等との

窓口として調整等を行うものとすること。 

 

図 賃貸借契約等における各種契約等 

 

(ア) 賃貸借契約の締結の支援 

 賃貸借契約は、仮住戸の賃貸人と仮移転する入居者との間で締結するものと

し、必要に応じて仲介業者を含めて締結すること。ただし、事業者が仮住戸の

賃貸人である場合には、この限りではない。なお、賃貸借契約は、中途解約条

項付の普通借家契約とするとともに、中途解約条項に予告期間があるときは、

その期間はできるだけ短期となるように努め、長期でも３箇月以内とすること。 

 賃貸借契約書には、別添資料１に定める特約事項を明記すること。 

 賃貸借契約の締結に当たっては、その内容について府の確認を得ること。 

 民間賃貸住宅への入居前に、住戸内を撮影する等、修繕費、原状回復費等に

関するトラブルを予防する適切な措置を講じること。 

府

民賃仮移転者

事業者

賃貸人

直接協定

賃貸借契約

府との窓口業務・調整支援業務

事業契約書
（要求水準書）

特約事項等に
関する承諾書

※特約事項を記載
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 賃貸借契約に伴う仲介手数料は、事業者負担とすること。 

 事業者が転貸人となり、仮移転する入居者に転貸借することも可とするもの

であること。 

(イ) 府と賃貸人間の協定の締結の支援 

(ア)の賃貸借契約の締結と併せて、別添資料２に示す協定書を府と賃貸人間

で締結するに当たり、内容の説明や書類の授受等の必要な支援を行うこと。 

(ウ) 賃貸借契約に伴う支払等リストの作成 

 賃貸借契約を締結した民賃仮移転者について、次の事項を記載したリストを

作成し、府に提出すること。 

(a) 民賃仮移転者の住所（仮住戸の所在地）及び氏名 

(b) 仮住戸の賃貸人の住所及び氏名 

(c) 駐車場の利用の有無並びに仮住戸と別契約の場合における駐車場の所在

地並びにその賃貸人の住所及び氏名 

(d) 契約日、使用開始日及び契約終了予定日 

(e) 保証金、敷金等の額 

(f) 家賃等の額並びに家賃等の民賃仮移転者負担分及び府負担分の額 

 民賃仮移転者負担分の家賃等の事業者への支払方法（現金受領又は口座振替、

毎月受領又は一括払い等）については、民賃仮移転者と個別に調整し、a のリ

ストに記載すること。 

(エ) 府からの家賃等の受領及び賃貸人への支払代行 

 事業者は、賃貸借契約等に基づき、保証金、敷金等又は月額の家賃等につき、

府に対し、その総額、内訳及び賃貸借契約書等の根拠資料を示して、府の承認

を得た上で、当該月の前々月 10 日までに府が承認した金額を府に対して請求

することとし、府は当該月の前々月末までにその額を事業者に支払うものであ

ること。 

 事業者は、賃貸借契約に基づき、保証金、敷金等又は月額の家賃等を賃貸人

に支払うこと。 

(オ) 民賃仮移転者からの家賃等の受領及び府への支払代行 

 事業者は、民賃仮移転者から家賃等の民賃仮移転者負担分を当該月の５日ま

でに受領した上で、当該月末までに府に支払うとともに、内訳を記載した書類

を提出すること。なお、必要に応じて領収証等を渡すこと。 

 民賃仮移転者の滞納があった場合は、当該滞納者に支払を催促するとともに、

速やかにその旨を府に報告すること。 
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図 賃貸借契約に関する支払いの流れ 

 

(カ) 仮移転期間中の賃貸人と民賃仮移転者との協議等の支援 

仮移転期間中に、民賃仮移転者の故意又は過失により仮住戸の毀損等が生じ

た場合は、賃貸人と民賃仮移転者間で、損害の箇所・範囲及びその修繕費の額

について協議が行われるよう支援すること。なお、仮住戸の毀損状況並びに協

議の内容及び結果については、速やかに府に報告すること。 

その他、仮移転期間中に賃貸人と民賃仮移転者間でトラブル等が発生した場

合には、事業者はその内容等を確認し、状況について適宜府に報告すること。 

(キ) 民賃仮移転者の仮住戸からの退去の支援 

 民賃仮移転者の仮住戸からの退去時、住戸の検査（私物等の処分確認等）を

行い、検査で問題がないと確認できたときは、賃貸借契約書、府と賃貸人間の

協定書等に基づき、府が賃貸人に対する保証金返還金又は敷金返還金の支払を

請求するので、その手続について支援すること。また、事業者においては、こ

れらの返還金の受領を代行するものとし、賃貸人からこれを受領したときは、

速やかに府に支払うこと。 

 民賃仮移転者の仮住戸からの退去時、民賃仮移転者の故意又は過失による仮

住戸の毀損等を理由として、賃貸人から返還される保証金、敷金等が減額され

たときは、その減額分相当額について、事業者は速やかに民賃仮移転者に請求

し、民賃仮移転者からこれを受領したときは、速やかに府に支払うこと。 

(ク) 建替住宅の整備遅延等による賃貸借契約の契約期間の延長 

府

民賃仮移転者

事業者

賃貸人

①保証金・敷金等
②家賃・共益費・駐車場使用料

家賃・共益費・駐車場使用料の
民賃仮移転者負担分

家賃・共益費・駐車場使用料の
民賃仮移転者負担分

①保証金・敷金等
②家賃・共益費・駐車場使用料

保証金・敷金
返還分

保証金・敷金
返還分

※当該月の５日まで

※当該月の前々月10日まで
事業者から府に請求

※府は当該月前々月末までに
事業者に支払い

※当該月末まで

※賃貸借契約に基づく

※は支払時期
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 建替住宅の整備遅延等が発生したことにより、賃貸借契約の契約期間の延長

やそれに伴う更新料等の追加費用が必要となったときは、府及び賃貸人との窓

口として調整等を行うこと。なお、追加費用が発生する場合、整備遅延の責め

が府又は入居者にある場合は府が、事業者にある場合は事業者が費用を負担す

るものであること。 

 事業者の責めに帰すべき事由により、建替住宅の整備遅延が発生した場合は、

仮移転期間の延長に伴って発生する費用及び損害は、事業者が負担するもので

あること。 

 

(4) 仮移転等の説明 

ア  事業者は、仮移転等（仮移転、定住移転及び退去をいう。以下同じ。）につい

て、１期工区の入居者に説明を行い、周知すること。 

イ  説明内容は、概ね次のとおりとするが、必要に応じて適宜追加すること。な

お、仮住戸の候補となる住戸のうち向日台団地以外の府営住宅及び定住移転先と

なる府営住宅については、事前に府が事業者に提示するものであること。 

(ア)移転のスケジュール 

(イ)意向調査の実施 

(ウ)仮住戸の候補となる住戸 

(エ)仮住戸（仮駐車場を含む。以下同じ。）の決定方法 

(オ)定住移転及び退去 

ウ  実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症の状況等を考慮し、説明会の開

催を含め、適宜説明方法を検討するとともに、説明方法、説明資料等について、

事前に府と協議すること。 

エ  説明会を開催する場合は、その開催に適した場所を確保するとともに、徒歩で

の来場が困難な場所である場合には、その移動手段の確保について適切な対応を

講じること。なお、向日台団地集会所の使用も可とするが、使用に当たっては、

府及び自治会と協議すること。 

オ  説明会を開催する場合は、その２週間前までに開催案内及び説明資料を入居者

に配付するとともに、欠席者等に対しては適宜個別対応を行うこととし、開催後

は、議事録を作成し、府に提出すること。 

 

(5) 仮移転等の調整 

ア  意向調査の実施 

(ア)事業者は、入居者に対して仮移転等についての意向調査を実施すること。 
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(イ)調査内容は、概ね次のとおりとするが、必要に応じて適宜追加すること。 

・定住移転又は退去の意向の有無 

・仮住戸についての希望 

・移転に伴う住戸の調整において考慮すべき事項の有無 

(ウ)実施に当たっては、実施方法、配付資料等について、事前に府と協議すること。 

(エ)民間賃貸住宅への仮移転に当たっては、府が示す基準額を超える家賃につい

ては、入居者の負担となる旨を丁寧に説明すること。 

(オ)入居者が希望する場合には、可能な範囲で仮住戸の候補となる住戸について

内覧の機会を設けること。 

イ  仮住戸等の調整 

(ア)事業者は、入居者に対する意向調査の結果を踏まえ、仮住戸等（仮住戸及び定

住移転先の住戸をいう。以下同じ。）の調整を行うこと。 

(イ)移転に伴う住戸の調整において考慮すべき事項がある入居者については、優

先して調整を行うこと。 

(ウ)(イ)に掲げる者以外の入居者については、抽選により仮住戸等を決定するこ

と。 

(エ)抽選の実施に当たっては、抽選会を開催することとし、実施方法、欠席者へ

の対応等については、事前に府と協議すること。 

(オ)抽選会の開催の際は、その開催に適した場所を確保するとともに、徒歩での

来場が困難な場所である場合には、その移動手段の確保について適切な対応

を講じること。なお、向日台団地集会所の使用も可とするが、使用に当たっ

ては、府及び自治会と協議すること。 

(カ)抽選会の開催の際は、その２週間前までに開催案内を入居者に配付するとと

もに、開催後は、その結果を府に報告すること。 

(キ)府による抽選結果の確認後、抽選会開催後２週間以内を目途に決定通知書

（様式任意）を対象者に交付すること。 

(ク)民間賃貸住宅への仮移転が決定した者については、賃貸借契約における特約

事項等を承諾する旨を記載した書面を提出させること。 

 

(6) 仮移転等に係る手続の説明 

ア  事業者は、仮移転等に係る手続について、入居者に説明を行い、周知するこ

と。 

イ  説明内容は、概ね次のとおりとするが、必要に応じて適宜追加すること。 

(ア)仮移転等に係る手続 

(イ)移転料の支払い 



14 

 

ウ  実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症の状況等を考慮し、説明会の開

催を含め、適宜説明方法を検討するとともに、説明方法、説明資料等について、

事前に府と協議すること。 

エ  説明会を開催する場合は、その開催に適した場所を確保するとともに、徒歩で

の来場が困難な場所である場合には、その移動手段の確保について適切な対応を

講じること。なお、向日台団地集会所の使用も可とするが、使用に当たっては、

府及び自治会と協議すること。 

オ  説明会を開催する場合は、その２週間前までに開催案内及び説明資料を入居者

に配付するとともに、欠席者等に対しては適宜個別対応を行うこととし、開催後

は、議事録を作成し、府に提出すること。 

 

(7) 仮移転等に係る手続の支援 

ア  事業者は、府との調整・協議を行った上で、入居者から次に掲げる書類の提出を

受けること。 

書類名称 備考 

入居者共通 

府営住宅等明渡届  

移転契約書  

移転料請求書（前払用） 支払いは府が実施 

仮移転の対象者（民間賃貸住宅への移転者を除く。）のみ 

府営住宅等入居申込書  

請書  

入居者台帳  

緊急連絡先届出書  

家賃減免申請書 該当者のみ 

住民票 世帯全員分 

仮移転の対象者（民間賃貸住宅への移転者に限る。）のみ 

賃貸借契約書  

その他民間賃貸住宅への仮移転

に必要な書類 

該当がある場合のみ 

イ  事業者は、記載内容を確認の上、府に提出すること。また、その際、移転先、移

転日等を一覧にして、府に提出すること。 

ウ  事業者は、府から次に掲げる書類を受領し、入居者に配付すること。 

書類名称 備考 

入居者共通  
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移転契約書  

仮移転の対象者（民間賃貸住宅への移転者を除く。）のみ 

府営住宅等入居決定通知書  

収入認定通知書  

家賃減免承認書 該当者のみ 

敷金納付書 該当者のみ 

仮移転の対象者（民間賃貸住宅への移転者に限る。）のみ 

民間賃貸住宅への仮移転に必要

な書類 

該当がある場合のみ 

エ  移転日については、必要に応じて入居者と調整等を行い、仮移転等が遅滞なくか

つ円滑に実施されるように配慮すること。 

 

(8) 仮住戸の鍵渡し 

ア  事業者は、仮移転等開始日までに、仮移転の対象者に仮住戸の鍵渡しを行うこと。

なお、定住移転の対象者に対しての鍵渡しは、府が行うものであること。 

イ  府営住宅仮住戸への仮移転の対象者のうち、敷金の納付を要する者については、

敷金の納付を確認した上で鍵渡しを行うこと。 

ウ  仮移転の対象者が鍵を受領した際に、それを証する受領証（様式任意）の提出を

受けること。 

エ  仮移転に際して、電気、ガス又は水道の閉開栓等の手続について、適宜説明や支

援を行うこと。 

 

(9) 仮移転等の完了の確認等 

ア  事業者は、入居者が移転又は退去したときは、移転又は退去前の住戸（以下「旧

住戸」という。）の鍵及び移転完了届（様式任意）の提出を受けた上で、旧住戸の

退去確認を行うこと。 

イ  退去確認において、残置物があった場合には、撤去するよう指示すること。 

ウ  退去確認の完了後、退去確認の完了に係る報告書を作成するとともに、次に掲げ

る書類の提出を受け、住民票により新住所への移転の事実を確認した上で、それら

を合わせて府に提出すること。府は、当該報告書等を確認後、入居者に移転料の残

額を支払うものであること。 

書類名称 備考 

住民票 新住所のもの、世帯全員分 

移転料請求書（精算払用）  

エ  民間賃貸住宅である仮住戸への移転については、第４の 2の(3)のカに基づき、必

要な業務を行うこと。 



16 

 

 

(10) ２期工区以降の入居者について 

     ２期工区の入居者について仮移転が必要となる場合についても、１期工区の場

合と同様に業務を行うこと。 

     また、２期工区の一部の入居者について仮移転が必要となる場合、公平性の見

地から、その対象者は抽選により決定する必要があるので、府と調整した上で行

うこと。 

     なお、２期工区以降の入居者について、仮移転が不要であっても、定住移転又

は退去を希望する入居者がいる場合には、府と調整の上、それらに必要な業務を

行うこと。 

 

3 留意事項 

仮移転等支援業務の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意すること。なお、本留

意事項は、本移転支援業務においても同様であること。 

 

(1) 入居者負担の軽減 

仮移転等に際しては、入居者にとっては、引っ越しや大型ごみの処分等が負担に

なることから、その負担の軽減に努めること。 

 

(2) 旧住戸に係る残置物等 

ア  旧住戸内にある物については、仮移転等に際し、全て入居者による撤去が必要で

あり、残置物があった場合には、撤去するよう指示すること。なお、入居者に対し

ては、ごみの処分方法等について、丁寧に説明すること。 

イ  残置物の撤去について、事業者が入居者に適切な指示をしたにもかかわらず、撤

去されない期間が継続することにより、本事業の実施が困難になると見込まれる場

合には、府と対応を協議すること。 

ウ  風呂釜、浴槽、換気扇等住戸に固定されている設備機器については、事業者が撤

去すること。 

 

(3) その他 

ア  仮移転等に伴って発生する一時多量ごみが抑制されるよう努めること。 

イ  解体予定の住棟については、不審者の侵入、ごみの不法投棄等が発生しないよう、

対策を講じること。 

ウ  本事業の事業用地内に不法投棄が発生した場合は、原則として事業者の費用で撤

去すること。ただし、法令上特別な処理を必要とするものや処理に多額の費用を要

するものについては、府と対応を協議すること。 
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エ  仮移転、特に民間賃貸住宅への仮移転については、家賃等に係る府の負担が発生

することから、民間賃貸住宅の決定、仮移転期間の設定等においては、府の負担が

軽減されるよう配慮すること。 
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第５. 本移転支援業務 

1 業務期間 

本移転支援業務における個々の業務の実施時期の目安は、次に掲げるとおりであ

り、実施に当たっては、あらかじめ府と協議すること。 

業務名   業務期間 

(1) 本移転の説明 本移転開始日の６箇月前まで 

(2) 本移転の調整 本移転開始日の３箇月前まで 

(3) 本移転に係る手続の説明 本移転開始日の２箇月前まで 

(4) 本移転に係る手続の支援 本移転開始日の１箇月前まで 

(5) 入居説明・内覧会の開催 本移転開始日まで 

(6) 新住戸の鍵渡し 本移転開始日まで 

(7) 本移転の完了の確認等 本移転完了日まで 

 

2 業務内容 

(1) 本移転の説明 

ア 事業者は、本移転について、仮移転中の１期工区の入居者に説明を行い、周知す

ること。 

イ  説明内容は、概ね次のとおりとするが、必要に応じて適宜追加すること。 

(ア)移転のスケジュール 

(イ)意向調査の実施 

(ウ)建替住宅 

(エ)住戸の決定方法 

ウ  実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症の状況等を考慮し、説明会の開

催を含め、適宜説明方法を検討するとともに、説明方法、説明資料等について、

事前に府と協議すること。 

エ  説明会を開催する場合は、その開催に適した場所を確保するとともに、徒歩で

の来場が困難な場所である場合には、その移動手段の確保について適切な対応を

講じること。なお、向日台団地集会所の使用も可とするが、使用に当たっては、

府及び自治会と協議すること。 

オ  説明会を開催する場合は、その２週間前までに開催案内及び説明資料を入居者

に配付するとともに、欠席者等に対しては適宜個別対応を行うこととし、開催後

は、議事録を作成し、府に提出すること。 
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(2) 本移転の調整 

ア 意向調査の実施 

(ア)事業者は、本移転先となる住戸（以下「新住戸」という。）についての意向を

調査するため、入居者から次に掲げる書類の提出を受けること。 

書類名称 備考 

建替後住宅入居申出書  

(イ)新たに整備される駐車場の使用に係る意向及び駐車場の調整において考慮す

べき事項の有無についても、併せて調査すること。 

(ウ)意向調査の実施に当たっては、配付資料等について、事前に府と協議すること。 

イ 新住戸等の調整 

(ア)事業者は、入居者に対する意向調査の結果を踏まえ、新住戸及び駐車場（以下

「新住戸等」という。）の調整を行うこと。 

(イ)駐車場の調整において考慮すべき事項がある入居者については、優先して調

整を行うこと。 

(ウ)(イ)に掲げる者以外の入居者については、抽選により新住戸等を決定するこ

と。 

(エ)抽選の実施に当たっては、抽選会を開催することとし、実施方法、欠席者へ

の対応等については、事前に府と協議すること。 

(オ)抽選会の開催の際は、その開催に適した場所を確保するとともに、徒歩での

来場が困難な場所である場合には、その移動手段の確保について適切な対応

を講じること。なお、向日台団地集会所の使用も可とするが、使用に当たっ

ては、府及び自治会と協議すること。 

(カ)抽選会の開催の際は、その２週間前までに開催案内を入居者に配付するとと

もに、開催後は、その結果を府に報告すること。 

(キ)府による抽選結果の確認後、抽選会開催後２週間以内を目途に決定通知書

（様式任意）を対象者に交付すること。 

 

(3) 本移転に係る手続の説明 

ア 事業者は、本移転に係る手続について、入居者に説明を行い、周知すること。 

イ 説明内容は、概ね次のとおりとするが、必要に応じて適宜追加すること。 

(ア)本移転に係る手続 

(イ)移転料の支払い 

ウ 実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症の状況等を考慮し、説明会の開催

を含め、適宜説明方法を検討するとともに、説明方法、説明資料等について、事

前に府と協議すること。 
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エ 説明会を開催する場合は、その開催に適した場所を確保するとともに、徒歩での

来場が困難な場所である場合には、その移動手段の確保について適切な対応を講

じること。なお、向日台団地集会所の使用も可とするが、使用に当たっては、府

及び自治会と協議すること。 

オ 説明会を開催する場合は、その２週間前までに開催案内及び説明資料を入居者に

配付するとともに、欠席者等に対しては適宜個別対応を行うこととし、開催後

は、議事録を作成し、府に提出すること。 

 

(4) 本移転に係る手続の支援 

ア 事業者は、府との調整・協議を行った上で、入居者から次に掲げる書類の提出を

受けること。 

書類名称 備考 

府営住宅等明渡届  

移転契約書  

移転料請求書（前払用） 支払いは府が実施 

府営住宅等入居申込書  

請書  

入居者台帳  

緊急連絡先届出書  

家賃減免申請書  

住民票 世帯全員分 

イ 事業者は、記載内容を確認の上、府に提出すること。また、その際、移転先、移

転日等を一覧にして、府に提出すること。 

ウ 事業者は、府から次に掲げる書類を受領し、入居者に配付すること。 

書類名称 備考 

移転契約書  

府営住宅等入居決定通知書  

収入認定通知書  

家賃減免承認書  

敷金納付書  

エ 移転日については、必要に応じて入居者と調整等を行い、本移転が遅滞なくかつ

円滑に実施されるように配慮すること。 
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(5) 入居説明・内覧会の開催 

ア  事業者は、入居者に対して、入居説明・内覧会を開催すること。 

イ  説明内容は、概ね次のとおりとするが、必要に応じて適宜追加すること。 

(ア)新住戸の設備等 

(イ)電気、ガス又は水道の閉開栓等の手続 

ウ  新住戸の内覧に当たっては、全ての住戸タイプの内覧が行えるようにするととも

に、複数回に分けて行う等、混乱が生じないよう配慮すること。 

エ  入居説明・内覧会の開催方法、欠席者への対応等については、事前に府と協議す

ること。 

オ  入居説明・内覧会の開催の際は、その開催に適した場所を確保するとともに、徒

歩での来場が困難な場所である場合には、その移動手段の確保について適切な対

応を講じること。なお、向日台団地集会所の使用も可とするが、使用に当たって

は、府及び自治会と協議すること。 

カ  入居説明・内覧会の開催の際は、その２週間前までに開催案内を入居者に配付す

るとともに、開催後は、議事録を作成し、府に提出すること。 

キ  入居者向けの内覧会のほかに、新規入居者向けの内覧会、見学会等を府が実施す

る場合には協力すること。 

 

(6) 新住戸の鍵渡し 

ア  事業者は、本移転開始日までに、敷金の納付を確認した上で、新住戸の鍵渡しを

行うこと。 

イ  入居者が鍵を受領した際に、それを証する受領証（様式任意）の提出を受けるこ

と。 

 

(7) 本移転の完了の確認等 

ア  事業者は、入居者が移転したときは、仮住戸の鍵及び移転完了届（様式任意）の

提出を受けた上で、仮住戸の退去確認を行うこと。 

イ  退去確認において、残置物があった場合には、撤去するよう指示すること。 

ウ  退去確認の完了後、退去確認の完了に係る報告書を作成するとともに、次に掲げ

る書類の提出を受け、住民票により新住所への移転の事実を確認した上で、それら

を合わせて府に提出すること。府は、当該報告書等を確認後、入居者に移転料の残

額を支払うものであること。 

書類名称 備考 

住民票 新住所のもの、世帯全員分 
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移転料請求書（精算払用）  

エ  民間賃貸住宅である仮住戸からの移転については、第４の 2 の(3)のカに基づき、

必要な業務を行うこと。 

 

(8) ２期工区以降の入居者について 

     ２期工区以降の入居者についても、１期工区の場合と同様に業務を行うこと。

なお、仮住戸を経由しない場合については、仮住戸を旧住戸に読み替えて業務を

行うこと。 
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第６. その他入居者移転支援業務の実施に必要な業務 

1 建替住宅に係る自治会運営への支援 

建替住宅の共用部分の管理方法等に関して、自治会への助言や説明会の開催等によ

り、支援を行うこと。 

 

2 国交付金等申請手続の支援 

府が国交付金等を申請するに当たって、必要な資料の作成を行うこと等により、支援

を行うこと。 

 

3 会計実地検査の支援 

府が国の会計実地検査を受けるに当たって、必要な資料の作成や補助を行うこと等

により、支援を行うこと。 


